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自衛官を募集します
【自衛官候補生採用試験】

応募資格　 日本国籍を有する方で１８歳以上３３歳
未満の者（※３２歳一部制限あり）

受付期間　年間を通じて行っております。

受付期間・試験期間は、変更になる場合があります
ので、詳細はお問合せください。

何か不明な点については、下記のところまでご連絡
ください。
〒360-0037　埼玉県熊谷市筑波3-90-1国際ビル2F
自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　☎０４８－５２２－４８５５　担当・満木まで

埼玉県防災航空隊
山岳救助連携訓練のお知らせ

　埼玉県防災航空隊と小川消防署の訓練日程につい
てお知らせいたします。
　災害ではございませんので、お間違えのないよう
お願いいたします。
１　日時
　　１２月２０日（火）、２１日（水）　２日間
　　午前９時～正午（予定）
　　※災害発生時、荒天時は訓練を中止します
２　場所
　　（１）小川町木部地内（官ノ倉山）
　　（２）小川町総合運動場（飛行場外離着陸場）
３　内容
　　（１）ヘリコプターを使用した救出訓練
　　（２）負傷者を救急隊へ引継ぐ訓練
問合せ　比企広域消防本部 小川消防署
　　　　☎７２－３５６５

「全国一斉年金借金・
生活お困りごと３６時間電話相談」

日　　時　 １２月３日（土）午前１０時～４日（日）
午後１０時までの３６時間

相談方法　 電話相談　☎０１２０－７８３２－３６
　　　　　（上記期間のみ通話可）
相 談 料　無料
備　　考　秘密は厳守します。
主　　催　日本司法書士会連合会
問 合 せ　埼玉司法書士会事務局
　　　　　☎０４８－８３６－７８６１

放送⼤学入学生募集のお知らせ
　放送大学は、令和５年４月入学生を募集しています。
　幅広い世代の８万５千人以上の学生が、大学卒業
や学びの楽しみなど、様々な目的で学んでいます。
　⼼理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、３００以上の授業科目があり、テレビやイ
ンターネットで１科目から学ぶことができます。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大
学埼玉学習センター（☎０４８－６５０－２６１１）
までご請求ください。
　出願期間は、第１回が令和５年２月２８日まで、
第２回が令和５年３月１４日までです。

令和４年分確定申告の申告期限及び
相談・受付について

所得税等： 令和５年２月１６日（木）～３月１５日
（水）まで

　　　　　 還付申告書は、令和５年２月１５日（水）
以前でも提出できます。

消費税および地方消費税： 令和５年３月３１日（金）まで
　申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入
場整理券」が必要です。
　入場整理券は当日、会場において配付するほか事
前にオンラインによる発行も行います。
　確定申告期間中は会場の混雑が予想されますので、
早目に申告をお願いします。
　税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、秩父税務
署での相談および申告書の受付は行っておりません。
☎０４９４－２２－４４３３（自動⾳声でご案内します）

―埼玉県最低賃金の改正のお知らせ― 
　１０月１日から埼玉県最低賃金は時間額９８７円

（引上げ額３１円）となります。埼玉県最低賃金は、
賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に
関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の
事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者
も、労働者も、賃金額が１時間当たり９８７円以上
かどうか必ず確認しましょう。（※一部の産業には、
特定（産業別）最低賃金も適用されます。）
　詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(☎０４８
－６００－６２０５)または最寄りの労働基準監督署
へお尋ねください。

障がい者無料法律相談１１０番開催 
　埼玉弁護士会では、障がい者週間（１２月３日～
９日）にあたり、障がい者の方々の法律相談に、弁
護士が、直接、無料で、電話とファックスでお答え
します。障がい者ご本人に限らす、ご家族、関係者
からの相談も受けつけます。
　ファックスで相談希望の場合は連絡先を記載ください。

日　　　　　時　１２月９日（金）
　　　　　　　　午前１０時～午後４時
相談専用電話番号　０４８－８６４－１６６６
相談専用ＦＡＸ番号　０１８－８６４－１６７７
　　　　　　　　※ 相談専用電話およびＦＡＸは相

談実施日のみ利用可能です。
相　　談　　料　無料
　　　　　　　　※電話代は相談者負担となります。
事　前　申　込　不要
問　　合　　せ　埼玉弁護士会法律相談センター
　　　　　　　　☎０４８－７１０－５６６６

任意後見制度に関するシンポジウム
日　　時：１２月１０日（土）
　　　　　 午後１時３０分～３時３０分（午後１時

受付開始）
会　　場： コミュニティプラザコルソ７階ホール
　　　　　（定員１００名）
　　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１２－１
入場料等：無料
事業内容：１部　朗読劇
　　　　　２部　パネルディスカッション
主　　催：埼玉司法書士会
後援団体： 埼玉県（予定）、埼玉県社会福祉協議会（予定）
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